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乳
幼
児
の
食
べ
た
ら
歯
を

み
が
く
事
の
生
活
習
慣
化
は
、

む
し
歯
予
防
に
大
変
重
要
で

あ
る
。
市
内
公
立
保
育
園
で

の
昼
食
後
の
歯
み
が
き
を
実

施
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

　
福
祉
部
長※

　
食
後
に
歯

を
み
が
く
こ
と
の
習
慣
化
は
、

歯
科
疾
患
を
予
防
し
、
80
歳

で
20
本
の
歯
を
残
し
、
一
生

自
分
の
歯
を
保
て
る
よ
う
に

す
る
為
に
も
重
要
な
こ
と
と

考
え
て
い
る
。
食
後
の
歯
み

が
き
は
、
む
し
歯
予
防
の
観

点
に
加
え
、
健
康
な
生
活
に

必
要
な
習
慣
や
態
度
を
身
に

付
け
さ
せ
る
と
い
う
健
康
教

育
の
観
点
か
ら
も
、
必
要
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
歯

ブ
ラ
シ
を
自
分
で
使
う
こ
と

の
安
全
性
を
考
え
た
年
齢
の

設
定
、
指
導
方
法
、
歯
ブ
ラ

シ
の
衛
生
管
理
方
法
等
に
つ

い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

　
フ
ー
ド
バ
ン
ク

　
歯
み
が
き
指
導

質問 質問

　
市
保
有
の
観
光
地
近
隣
土

地
等
の
資
産
を
有
効
活
用
し
、

ま
た
は
民
間
駐
車
場
運
営
会

社
と
提
携
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
イ
ク
ル
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
は
検
討
可
能
か
。

　
都
市
計
画
部
長
　
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル
事
業
は
、

そ
の
収
入
の
み
で
事
業
費
を

賄
う
こ
と
は
難
し
い
も
の
と

考
え
て
い
る
の
で
、
単
体
事

業
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
商
店
街
や
観
光
施
設
、

公
共
公
益
的
施
設
な
ど
様
々

な
ま
ち
の
要
素
を
つ
な
ぐ
手

段
と
捉
え
、
ま
ち
づ
く
り
の

一
環
と
し
て
事
業
を
実
施
し

て
い
く
事
が
重
要
で
あ
る
。

　
市
が
保
有
す
る
施
設
の
管

理
と
提
携
す
る
様
々
な
付
帯

事
業
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
民
間
事
業
者
の
運

営
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
も

一
つ
の
方
策
と
考
え
て
い
る
。

　
行
政
改
革

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル

質問 質問

　
生
活
保
護
世
帯
で
犬
を
飼

う
事
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の

か
。
今
後
、
飼
育
実
態
を
把

握
し
、
適
正
な
指
導
が
必
要

だ
と
思
う
が
、
市
の
考
え
方

は
。

　
福
祉
部
長
※
　
生
活
保
護

法
で
は
、
ペ
ッ
ト
を
飼
う
こ

と
の
可
否
に
つ
い
て
、
特
に

規
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
た

め
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
方
の
中
に
は
犬
を
飼
っ
て

い
る
方
も
い
る
。

　
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て
い
る
生

活
保
護
世
帯
へ
の
指
導
に
つ

い
て
、
今
後
は
家
庭
訪
問
を

通
じ
て
飼
育
実
態
を
把
握
し
、

制
度
に
則
っ
た
登
録
を
行
う

な
ど
の
適
切
な
指
導
を
行
う

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、

所
管
の
保
健
所
と
連
携
し
て

対
応
す
る
必
要
も
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

　
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設

　
狂
犬
病
等
予
防
対
策

質問 質問
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問答
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市政に関する 一般質問一般質問

問

今定例会では、18名の議員が一般質問を行いました。

【
今
定
例
会
の
会
議
録
】

　
図
書
館
等
で
は
２
月
下
旬
頃
〜

　
議
会
Ｈ
Ｐ
で
は
３
月
上
旬
頃
〜

　
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
閲
覧
場
所
】

　
図
書
館
／
出
張
所
／
議
会
事
務
局

　
情
報
公
開
窓
口
（
東
庁
舎
）

会議録
の閲覧 　
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○

　
通
告
事
項
の
要
約

○
○
○
○
○
○
○
○
○

答

質問

（答弁の要約）
※印の付いた答弁は
複数の答弁者の発言
をまとめたものです。

会 

派 

名
　
議 

員 

氏 

名

一
般
質
問
の
表
題質問の

順　番

（質問の要約）

べ
き
基
準
と
さ
れ
る
政
省
令

に
準
じ
た
も
の
が
適
切
と
判

断
し
、
独
自
基
準
は
設
け
て

い
な
い
。

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法
の
ス

パ
イ
ラ
ル
ア
ッ
プ
の
考
え
や

心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
規
定

に
対
す
る
市
の
責
務
は
？

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法
に
お

け
る
こ
れ
ら
法
の
理
念
に
つ

い
て
は
、
法
全
体
に
係
る
も

の
で
あ
り
、
新
た
に
条
例
化

す
る
「
道
路
の
構
造
基
準
」

に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
る
。

　
地
方
分
権
一
括
法
の
制
定

に
伴
い
、
「
道
路
法
」
や

「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法
」
が

一
部
改
正
さ
れ
た
。
政
省
令

基
準
を
参
酌
し
て
規
則
で
定

め
、
独
自
基
準
が
設
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
、

　
地
域
主
権
改
革
一
括
法
施

行
に
伴
う
公
営
住
宅
法
の
改

正
の
趣
旨
と
概
要
に
つ
い
て

伺
う
。

　
国
が
法
令
で
規
定
し
て
い

た
基
準
を
各
自
治
体
が
独
自

問問問 答

を
調
査
し
、
安
全
衛
生
面
を

念
頭
に
自
主
性
の
あ
る
条
例

と
な
る
よ
う
検
討
し
て
参
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
対
象
と
な
る
施
設
の
数
と

指
導
内
容
は
ど
う
か
。

　
本
年
５
月
１
日
現
在
で
、

洗
濯
物
の
洗
い
を
行
う
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
所
は
１
０
０
施
設
、

洗
濯
物
の
取
次
所
は
１
８
０

施
設
で
あ
る
。

　
指
導
内
容
は
、
使
用
す
る

薬
品
が
安
全
に
保
管
さ
れ
て

い
る
か
な
ど
、
条
例
等
の
内

容
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

市
道
路
構
造
条
例
等
検
討
部

会
及
び
作
業
部
会
」
を
設
置

し
、
検
討
し
て
き
た
が
、
本

市
の
道
路
網
の
特
性
や
道
路

の
連
続
性
等
か
ら
、
参
酌
す

と
指
摘
さ
れ
ぬ
為
に
も
条
文

見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
本
市
の
理
容
業
界
の
現

状
や
他
の
自
治
体
の
状
況
等

　
埼
玉
県
条
例
と
違
っ
た
と

こ
ろ
は
あ
る
か
。

　
現
在
、
県
条
例
で
事
務
処

理
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
市

に
お
い
て
も
、
県
内
の
他
の

保
健
所
に
お
い
て
も
問
題
と

な
る
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、

県
条
例
と
特
段
の
差
は
な
い
。

　
条
例
が
規
制
す
る
観
点
は
。

　
法
律
の
目
的
か
ら
公
衆
衛

生
法
規
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。

　
従
っ
て
、
規
制
の
観
点
は
、

衛
生
面
か
ら
の
規
制
と
な
る
。

　
今
条
例
で
は
市
が
管
理
す

る
道
路
に
お
い
て
、
市
独
自

の
基
準
を
定
め
る
と
規
定
し

た
が
、
基
準
を
設
け
た
か
。

　
条
例
等
に
つ
い
て
「
川
越

問問 答

答

答問

問

答答

答

外
部
の
有
識
者
や
障
害
者
分

野
の
当
事
者
な
ど
が
入
っ
た

審
議
会
等
で
検
討
し
て
い
く

べ
き
だ
と
思
う
が
見
解
を
問

う
。

　
独
自
基
準
の
検
討
に
つ
い

て
は
、
有
識
者
や
当
事
者
を

は
じ
め
、
多
く
の
市
民
の
意

見
を
踏
ま
え
、
本
市
の
実
情

に
応
じ
た
基
準
と
す
る
こ
と

が
肝
要
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
地
域
主
権
一
括

法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
上
で

参
酌
す
べ
き
基
準
や
先
進
都

市
の
事
例
、
埼
玉
県
を
は
じ

め
と
す
る
近
隣
市
町
の
動
向

を
注
視
し
な
が
ら
、
本
市
に

よ
り
見
合
っ
た
条
例
・
規
則

と
す
る
た
め
に
今
後
き
め
細

や
か
、
か
つ
柔
軟
な
対
応
を

図
っ
て
参
り
た
い
と
考
え
て

い
る
。

に
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な

り
、
市
営
住
宅
等
の
整
備
基

準
、
入
居
収
入
基
準
等
は
、

政
省
令
で
規
定
す
る
基
準
を

参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
た
。

答

　
今
回
の
条
例
改
正
に
お
い

て
、
市
が
独
自
に
拡
充
す
る

等
変
更
し
た
部
分
は
ど
こ
か
。

　
入
居
収
入
基
準
が
緩
和
さ

れ
る
裁
量
階
層
の
対
象
の
う

ち
、
少
子
高
齢
化
社
会
に
お

け
る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す

る
た
め
、
現
行
の
「
小
学
校

　
指
定
予
定
の
北
部
地
域
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議

会
は
、
川
越
市
監
査
委
員
よ

り
二
度
に
わ
た
り
会
計
規
程

の
不
備
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

川
越
市
全
体
の
指
定
管
理
者

選
定
に
お
い
て
、
公
金
が
支

出
さ
れ
る
対
象
法
人
の
会
計

規
程
は
必
要
な
い
の
か
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
は
会
計
規
程

整
備
の
義
務
付
け
が
な
い
た

め
、
選
定
時
に
会
計
規
程
は

徴
し
て
は
い
な
い
。

　
今
議
案
は
、
対
象
法
人
の

会
計
規
程
が
不
備
の
ま
ま
議

会
に
提
案
さ
れ
た
が
、
市
と

監
査
委
員
の
会
計
規
程
に
対

す
る
考
え
方
の
矛
盾
を
、
市

は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。

　
対
象
法
人
の
会
計
規
程
に

問答問答 問答

就
学
前
の
者
が
あ
る
場
合
」

を
「
中
学
校
卒
業
前
の
者
が

あ
る
場
合
」
ま
で
拡
大
し
た
。

ま
た
、
福
島
復
興
再
生
特
別

措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
原

発
事
故
に
よ
り
避
難
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
者
へ
の
入

居
者
資
格
を
緩
和
し
た
。

つ
い
て
整
備
義
務
が
な
い
た

め
、
議
案
提
案
し
た
が
、
監

査
委
員
の
指
摘
を
受
け
、
公

の
施
設
を
管
理
す
る
法
人
と

し
て
経
理
の
適
正
化
及
び
説

明
責
任
強
化
の
観
点
か
ら
整

備
し
た
も
の
で
あ
る
。

議
案
第
１
０
３
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
１
号

道
路
構
造
の
技
術
的
基
準
条
例

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
３
号

市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
７
号

北
部
地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者 

【
民
主
党
】

予
算
の
編
成
が
な
ぜ
で
き
な

か
っ
た
の
か
市
長
の
見
解
を

伺
う
。

　
経
済
対
策
と
し
て
の
道
路

整
備
は
、
年
度
内
の
工
事
完

了
が
見
込
め
な
い
場
合
も
あ

り
、
補
正
予
算
の
計
上
は
難

し
い
。
厳
し
い
経
済
情
勢
か

ら
対
策
は
必
要
と
認
識
し
て

い
る
。
国
の
予
備
費
等
に
よ

る
経
済
対
策
の
動
向
を
注
視

す
る
と
と
も
に
、
現
計
予
算

を
有
効
活
用
し
て
弾
力
的
に

対
応
し
て
い
き
た
い
。

答

　
繰
越
明
許
費
の
繰
越
理
由

に
つ
い
て
伺
う
。

　
平
成
24
年
度
内
の
完
成
を

目
指
し
、
川
越
駅
東
口
駅
前

広
場
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
工

事
の
一
般
競
争
入
札
を
実
施

し
た
と
こ
ろ
、
入
札
が
不
調

と
な
り
再
入
札
で
は
年
度
内

に
完
成
出
来
な
い
た
め
、
明

許
繰
越
を
行
い
適
正
な
工
期

を
確
保
し
、
年
度
内
着
工
を

目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や

経
済
対
策
に
つ
な
が
る
補
正

問問 答
議
案
第
１
１
８
号

平
成
２
４
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
日
本
共
産
党
】

お 知 ら せ
インターネット中継およびケーブルテ
レビ（ＪＣＮ関東）による録画放送を行
っております。ご覧ください。

開会日、議案質疑日、
最終日の本会議の模
様をインターネット（ラ
イブ・録画）放送してお
ります。

川越市公式ホームページ
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/

北部地域ふれあいセンター
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乳
幼
児
の
食
べ
た
ら
歯
を

み
が
く
事
の
生
活
習
慣
化
は
、

む
し
歯
予
防
に
大
変
重
要
で

あ
る
。
市
内
公
立
保
育
園
で

の
昼
食
後
の
歯
み
が
き
を
実

施
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

　
福
祉
部
長※

　
食
後
に
歯

を
み
が
く
こ
と
の
習
慣
化
は
、

歯
科
疾
患
を
予
防
し
、
80
歳

で
20
本
の
歯
を
残
し
、
一
生

自
分
の
歯
を
保
て
る
よ
う
に

す
る
為
に
も
重
要
な
こ
と
と

考
え
て
い
る
。
食
後
の
歯
み

が
き
は
、
む
し
歯
予
防
の
観

点
に
加
え
、
健
康
な
生
活
に

必
要
な
習
慣
や
態
度
を
身
に

付
け
さ
せ
る
と
い
う
健
康
教

育
の
観
点
か
ら
も
、
必
要
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
歯

ブ
ラ
シ
を
自
分
で
使
う
こ
と

の
安
全
性
を
考
え
た
年
齢
の

設
定
、
指
導
方
法
、
歯
ブ
ラ

シ
の
衛
生
管
理
方
法
等
に
つ

い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

　
フ
ー
ド
バ
ン
ク

　
歯
み
が
き
指
導

質問 質問

　
市
保
有
の
観
光
地
近
隣
土

地
等
の
資
産
を
有
効
活
用
し
、

ま
た
は
民
間
駐
車
場
運
営
会

社
と
提
携
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
イ
ク
ル
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
は
検
討
可
能
か
。

　
都
市
計
画
部
長
　
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル
事
業
は
、

そ
の
収
入
の
み
で
事
業
費
を

賄
う
こ
と
は
難
し
い
も
の
と

考
え
て
い
る
の
で
、
単
体
事

業
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
商
店
街
や
観
光
施
設
、

公
共
公
益
的
施
設
な
ど
様
々

な
ま
ち
の
要
素
を
つ
な
ぐ
手

段
と
捉
え
、
ま
ち
づ
く
り
の

一
環
と
し
て
事
業
を
実
施
し

て
い
く
事
が
重
要
で
あ
る
。

　
市
が
保
有
す
る
施
設
の
管

理
と
提
携
す
る
様
々
な
付
帯

事
業
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
民
間
事
業
者
の
運

営
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
も

一
つ
の
方
策
と
考
え
て
い
る
。

　
行
政
改
革

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル

質問 質問

　
生
活
保
護
世
帯
で
犬
を
飼

う
事
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の

か
。
今
後
、
飼
育
実
態
を
把

握
し
、
適
正
な
指
導
が
必
要

だ
と
思
う
が
、
市
の
考
え
方

は
。

　
福
祉
部
長
※
　
生
活
保
護

法
で
は
、
ペ
ッ
ト
を
飼
う
こ

と
の
可
否
に
つ
い
て
、
特
に

規
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
た

め
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
方
の
中
に
は
犬
を
飼
っ
て

い
る
方
も
い
る
。

　
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て
い
る
生

活
保
護
世
帯
へ
の
指
導
に
つ

い
て
、
今
後
は
家
庭
訪
問
を

通
じ
て
飼
育
実
態
を
把
握
し
、

制
度
に
則
っ
た
登
録
を
行
う

な
ど
の
適
切
な
指
導
を
行
う

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、

所
管
の
保
健
所
と
連
携
し
て

対
応
す
る
必
要
も
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

　
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設

　
狂
犬
病
等
予
防
対
策

質問 質問

Ｐ
川
越
21
　 

石
　
川
　
智
　
明

保
育
園
で
食
後
の
歯
み
が
き
を

1

や
ま
ぶ
き
会
　
中
　
原
　
秀
　
文

観
光
地
活
性
化
の
仕
組
づ
く
り 3

Ｐ
川
越
21
　 

小
　
林
　
　
　
薫

生
活
保
護
世
帯
の
ペ
ッ
ト

2

問答

問答 問答

市政に関する 一般質問一般質問

問

今定例会では、18名の議員が一般質問を行いました。

【
今
定
例
会
の
会
議
録
】

　
図
書
館
等
で
は
２
月
下
旬
頃
〜

　
議
会
Ｈ
Ｐ
で
は
３
月
上
旬
頃
〜

　
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
閲
覧
場
所
】

　
図
書
館
／
出
張
所
／
議
会
事
務
局

　
情
報
公
開
窓
口
（
東
庁
舎
）

会議録
の閲覧 　

答
弁
者
※

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

　
通
告
事
項
の
要
約

○
○
○
○
○
○
○
○
○

答

質問

（答弁の要約）
※印の付いた答弁は
複数の答弁者の発言
をまとめたものです。

会 

派 

名
　
議 

員 

氏 

名

一
般
質
問
の
表
題質問の

順　番

（質問の要約）

べ
き
基
準
と
さ
れ
る
政
省
令

に
準
じ
た
も
の
が
適
切
と
判

断
し
、
独
自
基
準
は
設
け
て

い
な
い
。

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法
の
ス

パ
イ
ラ
ル
ア
ッ
プ
の
考
え
や

心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
規
定

に
対
す
る
市
の
責
務
は
？

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法
に
お

け
る
こ
れ
ら
法
の
理
念
に
つ

い
て
は
、
法
全
体
に
係
る
も

の
で
あ
り
、
新
た
に
条
例
化

す
る
「
道
路
の
構
造
基
準
」

に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
る
。

　
地
方
分
権
一
括
法
の
制
定

に
伴
い
、
「
道
路
法
」
や

「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法
」
が

一
部
改
正
さ
れ
た
。
政
省
令

基
準
を
参
酌
し
て
規
則
で
定

め
、
独
自
基
準
が
設
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
、

　
地
域
主
権
改
革
一
括
法
施

行
に
伴
う
公
営
住
宅
法
の
改

正
の
趣
旨
と
概
要
に
つ
い
て

伺
う
。

　
国
が
法
令
で
規
定
し
て
い

た
基
準
を
各
自
治
体
が
独
自

問問問 答

を
調
査
し
、
安
全
衛
生
面
を

念
頭
に
自
主
性
の
あ
る
条
例

と
な
る
よ
う
検
討
し
て
参
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
対
象
と
な
る
施
設
の
数
と

指
導
内
容
は
ど
う
か
。

　
本
年
５
月
１
日
現
在
で
、

洗
濯
物
の
洗
い
を
行
う
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
所
は
１
０
０
施
設
、

洗
濯
物
の
取
次
所
は
１
８
０

施
設
で
あ
る
。

　
指
導
内
容
は
、
使
用
す
る

薬
品
が
安
全
に
保
管
さ
れ
て

い
る
か
な
ど
、
条
例
等
の
内

容
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

市
道
路
構
造
条
例
等
検
討
部

会
及
び
作
業
部
会
」
を
設
置

し
、
検
討
し
て
き
た
が
、
本

市
の
道
路
網
の
特
性
や
道
路

の
連
続
性
等
か
ら
、
参
酌
す

と
指
摘
さ
れ
ぬ
為
に
も
条
文

見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
本
市
の
理
容
業
界
の
現

状
や
他
の
自
治
体
の
状
況
等

　
埼
玉
県
条
例
と
違
っ
た
と

こ
ろ
は
あ
る
か
。

　
現
在
、
県
条
例
で
事
務
処

理
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
市

に
お
い
て
も
、
県
内
の
他
の

保
健
所
に
お
い
て
も
問
題
と

な
る
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、

県
条
例
と
特
段
の
差
は
な
い
。

　
条
例
が
規
制
す
る
観
点
は
。

　
法
律
の
目
的
か
ら
公
衆
衛

生
法
規
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。

　
従
っ
て
、
規
制
の
観
点
は
、

衛
生
面
か
ら
の
規
制
と
な
る
。

　
今
条
例
で
は
市
が
管
理
す

る
道
路
に
お
い
て
、
市
独
自

の
基
準
を
定
め
る
と
規
定
し

た
が
、
基
準
を
設
け
た
か
。

　
条
例
等
に
つ
い
て
「
川
越

問問 答

答

答問

問

答答

答

外
部
の
有
識
者
や
障
害
者
分

野
の
当
事
者
な
ど
が
入
っ
た

審
議
会
等
で
検
討
し
て
い
く

べ
き
だ
と
思
う
が
見
解
を
問

う
。

　
独
自
基
準
の
検
討
に
つ
い

て
は
、
有
識
者
や
当
事
者
を

は
じ
め
、
多
く
の
市
民
の
意

見
を
踏
ま
え
、
本
市
の
実
情

に
応
じ
た
基
準
と
す
る
こ
と

が
肝
要
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
地
域
主
権
一
括

法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
上
で

参
酌
す
べ
き
基
準
や
先
進
都

市
の
事
例
、
埼
玉
県
を
は
じ

め
と
す
る
近
隣
市
町
の
動
向

を
注
視
し
な
が
ら
、
本
市
に

よ
り
見
合
っ
た
条
例
・
規
則

と
す
る
た
め
に
今
後
き
め
細

や
か
、
か
つ
柔
軟
な
対
応
を

図
っ
て
参
り
た
い
と
考
え
て

い
る
。

に
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な

り
、
市
営
住
宅
等
の
整
備
基

準
、
入
居
収
入
基
準
等
は
、

政
省
令
で
規
定
す
る
基
準
を

参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
た
。

答

　
今
回
の
条
例
改
正
に
お
い

て
、
市
が
独
自
に
拡
充
す
る

等
変
更
し
た
部
分
は
ど
こ
か
。

　
入
居
収
入
基
準
が
緩
和
さ

れ
る
裁
量
階
層
の
対
象
の
う

ち
、
少
子
高
齢
化
社
会
に
お

け
る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す

る
た
め
、
現
行
の
「
小
学
校

　
指
定
予
定
の
北
部
地
域
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議

会
は
、
川
越
市
監
査
委
員
よ

り
二
度
に
わ
た
り
会
計
規
程

の
不
備
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

川
越
市
全
体
の
指
定
管
理
者

選
定
に
お
い
て
、
公
金
が
支

出
さ
れ
る
対
象
法
人
の
会
計

規
程
は
必
要
な
い
の
か
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
は
会
計
規
程

整
備
の
義
務
付
け
が
な
い
た

め
、
選
定
時
に
会
計
規
程
は

徴
し
て
は
い
な
い
。

　
今
議
案
は
、
対
象
法
人
の

会
計
規
程
が
不
備
の
ま
ま
議

会
に
提
案
さ
れ
た
が
、
市
と

監
査
委
員
の
会
計
規
程
に
対

す
る
考
え
方
の
矛
盾
を
、
市

は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。

　
対
象
法
人
の
会
計
規
程
に

問答問答 問答

就
学
前
の
者
が
あ
る
場
合
」

を
「
中
学
校
卒
業
前
の
者
が

あ
る
場
合
」
ま
で
拡
大
し
た
。

ま
た
、
福
島
復
興
再
生
特
別

措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
原

発
事
故
に
よ
り
避
難
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
者
へ
の
入

居
者
資
格
を
緩
和
し
た
。

つ
い
て
整
備
義
務
が
な
い
た

め
、
議
案
提
案
し
た
が
、
監

査
委
員
の
指
摘
を
受
け
、
公

の
施
設
を
管
理
す
る
法
人
と

し
て
経
理
の
適
正
化
及
び
説

明
責
任
強
化
の
観
点
か
ら
整

備
し
た
も
の
で
あ
る
。

議
案
第
１
０
３
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
１
号

道
路
構
造
の
技
術
的
基
準
条
例

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
３
号

市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
７
号

北
部
地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者 

【
民
主
党
】

予
算
の
編
成
が
な
ぜ
で
き
な

か
っ
た
の
か
市
長
の
見
解
を

伺
う
。

　
経
済
対
策
と
し
て
の
道
路

整
備
は
、
年
度
内
の
工
事
完

了
が
見
込
め
な
い
場
合
も
あ

り
、
補
正
予
算
の
計
上
は
難

し
い
。
厳
し
い
経
済
情
勢
か

ら
対
策
は
必
要
と
認
識
し
て

い
る
。
国
の
予
備
費
等
に
よ

る
経
済
対
策
の
動
向
を
注
視

す
る
と
と
も
に
、
現
計
予
算

を
有
効
活
用
し
て
弾
力
的
に

対
応
し
て
い
き
た
い
。

答

　
繰
越
明
許
費
の
繰
越
理
由

に
つ
い
て
伺
う
。

　
平
成
24
年
度
内
の
完
成
を

目
指
し
、
川
越
駅
東
口
駅
前

広
場
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
工

事
の
一
般
競
争
入
札
を
実
施

し
た
と
こ
ろ
、
入
札
が
不
調

と
な
り
再
入
札
で
は
年
度
内

に
完
成
出
来
な
い
た
め
、
明

許
繰
越
を
行
い
適
正
な
工
期

を
確
保
し
、
年
度
内
着
工
を

目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や

経
済
対
策
に
つ
な
が
る
補
正

問問 答
議
案
第
１
１
８
号

平
成
２
４
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
日
本
共
産
党
】

お 知 ら せ
インターネット中継およびケーブルテ
レビ（ＪＣＮ関東）による録画放送を行
っております。ご覧ください。

開会日、議案質疑日、
最終日の本会議の模
様をインターネット（ラ
イブ・録画）放送してお
ります。

川越市公式ホームページ
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/

北部地域ふれあいセンター


